




[bookmark: _Hlk213918307]合成メタン等調達費の
承認申請の根拠資料


２０２６年６月
資源エネルギー庁
[bookmark: _Toc224051938]第１節　承認の対象となる合成メタン等
[bookmark: _Hlk216183657]１．合成メタン等の要件に合致することの説明
（1） 合成メタン等に係るサプライチェーンの管理手法に係る説明【海外産の合成メタン・バイオガス】
1 サプライチェーンが閉じており、入りと出が明確であること
	



	＜備考＞
別添①　〇〇に係る資料



2 海外で調達した量と輸入時の量が整合していること
	



	＜備考＞
別添②　〇〇に係る資料



3 排出削減価値の二重主張が防止されていること
	[bookmark: _Hlk224114790]



	＜備考＞
別添③　〇〇に係る資料



上記の要件に合致することを示すためそれぞれ下記の書類を提出する。
1 について
· 「生成拠点」に関する情報を明記した事業者間の商取引書類等
· 「生成拠点からLNG出荷基地までの繋がり」に関する情報が分かる一般的にアクセス可能な導管事業者の導管地図、行政機関の公表情報又は商取引書類等
· 「LNG出荷基地」、「LNG出荷基地から日本までの繋がり」、「日本のLNG輸入基地」に関する情報を明記したインボイス又は商取引書類等
2 について
· [bookmark: _Hlk224114509]合成メタン等の「調達量（当該調達量の生成に係る情報も含む）」「本邦における受け入れ量」に関する情報を明記したインボイス又は商取引書類等[footnoteRef:1] [1:  合成メタン等の量を管理する際、輸送時のボイルオフガスの取り扱いについて、整理する資料を根拠資料と合わせて提出すること。] 

3 について
· 合成メタン等の排出削減価値を、サプライチェーン上の事業者が主張し、利用者と合わせて二重に主張されることを防ぐため、排出削減価値の主張を行わない旨[footnoteRef:2]が明記された売主との契約書、合意文書又はインボイス等 [2:  排出削減価値の主張を限定する条件であり、合成メタンを生成したこと又は原排出者が二酸化炭素の回収という行為による世の中全体の排出削減への貢献についての主張等を妨げるものではない。] 


（2） 排出削減価値の二重計上の回避に係る説明【海外産の合成メタン】
ウ　水素社会推進法施行規則第３条第３項第３号の要件充足の証明
	



	＜備考＞
別添④　〇〇に係る資料


＜提出書類＞
（合成メタン等調達費の初回申請（製造を開始する前の定期申請、複数の調達契約の場合の定期申請及び変更申請を含む）時）
· 調達する合成メタンが、バイオマスの利用に伴って排出される二酸化炭素又は大気中の二酸化炭素を回収し、その回収した二酸化炭素を原料として製造されることを示す資料を提出すること

（合成メタンの導管注入後の毎年度の報告徴収時）
· 当該事業年度において、導管に注入した合成メタンの量を示す資料

エ　水素社会推進法施行規則第３条第３項第４号イ～ハの要件充足の証明
	



	＜備考＞
別添⑤　〇〇に係る資料


＜提出書類＞
（合成メタン等調達費の初回申請（製造を開始する前の定期申請、複数の調達契約の場合の定期申請及び変更申請を含む）時）
· 外国事業者が排出削減価値を主張しない旨の民間合意の契約書又は合意文書
· 合成メタンの製造後、外国事業者が当該国の法令等に基づき二酸化炭素の排出報告する旨の民間合意の契約書又は合意文書及び排出報告のスケジュール見込み

（合成メタンの導管注入後の毎年度の報告徴収時）
· 外国事業者が排出削減価値を主張しない旨の民間合意の契約書又は合意文書
· 当該事業年度において、導管に注入した合成メタンの量を示す資料

（外国事業者の二酸化炭素の排出量の報告後）
· 外国事業者が当該国で、法令又はこれに相当するものに基づき報告を行ったことを示す資料[footnoteRef:3] [3:  原則として、回収された二酸化炭素の量を外国事業者が当該国の法令等に基づき報告していることを示す資料を提出する必要があるが、当該国の法令で、事業所単位又は機器単位で報告を求めていないなど、詳細な二酸化炭素の排出報告を求めておらず、事業者の名前のみ公開している場合等においては、この限りではない。] 


（3） 合成メタンに係る二酸化炭素の回収証明等について【国内産・海外産の合成メタン・バイオガス】
	一　使用する合成メタンの原料となる回収した二酸化炭素（以下「回収二酸化炭素」という。）の量
	

	
	＜備考＞
根拠資料は、別添〇の通り。

	二　回収二酸化炭素を回収した者
	

	
	＜備考＞
根拠資料は、別添〇の通り。

	三　回収二酸化炭素を回収した期間
	

	
	＜備考＞
根拠資料は、別添〇の通り。

	四　回収二酸化炭素の回収が行われた地点
	

	
	＜備考＞
根拠資料は、別添〇の通り。

	五　回収二酸化炭素に係る発生の由来
	

	
	＜備考＞
根拠資料は、別添〇の通り。

	六　合成メタンを製造する事業者が回収価値を有する回収二酸化炭素を用いて製造していること

	

	
	＜備考＞
根拠資料は、別添〇の通り。

	七　供給合成メタン量
	

	
	＜備考＞
根拠資料は、別添〇の通り。

	八　合成メタンを需要家に供給した者
	

	
	＜備考＞
根拠資料は、別添〇の通り。

	九　合成メタンの供給期間
	

	
	＜備考＞
根拠資料は、別添〇の通り。

	十　合成メタンを注入した地点
	

	
	＜備考＞
根拠資料は、別添〇の通り。

	十一　合成メタンに係る排出削減価値が需要家に帰属すること
	

	
	＜備考＞
根拠資料は、別添〇の通り。


※八から十一までの情報は、合成メタンを導管に注入することで、都市ガスとして確実に需要家に供給を行っているとみなすことができるため、当該事業年度において、導管に注入した合成メタンの量を示す資料の提出をもって充足可能とする。
＜提出書類＞
（初回申請時（製造を開始する前の定期申請、複数の調達契約の場合の定期申請及び変更申請を含む））
· 商取引書類や配管図等の必要な資料

（毎事業年度の報告徴収時）
· 商取引書類及び流量計又は成分分析計の計測結果を記載した資料及び配管図等の必要な資料

（4） 合成メタン等に係る炭素集約度について【国内産・海外産の合成メタン・バイオガス】
	合成メタン又はバイオガス
	

	（バイオガスの場合）原料の種類
	

	（バイオガスの場合）調達先の国又は地域
	

	（バイオガスの場合）調達先の国又は地域の排出回避効果に関するルールの有無
	

	炭素集約度（合成メタン）
	gCO2e/MJ

	炭素集約度（原料に用いる水素）
	kgCO2e/kgH2

	炭素集約度（バイオガス）
	gCO2e/MJ

	算定範囲（製造、液化、輸送、貯蔵及び利用）
	

	炭素集約度の算定の際に参照した規格
	

	算定方法
・一次データを用いて算定する場合は、データの取得方法と算定手法を示すこと
・二次データを用いる場合は、出典とそのデータを用いることの妥当性を示すこと
・電力及び電力に関係する証書等を外部調達する場合においては、調達された電力量に加え、関連する二酸化炭素の排出係数を明示すること
・二酸化炭素を回収、貯留及び有効利用する場合において、二酸化炭素排出量を控除する場合は、その方法論を明示し、合理性を説明すること
	





	算定根拠
・カットオフを実施した場合は、次のa,b,cの説明をすること
a. カットオフの基準
b. カットオフの対象
c. 算定範囲内において、カットオフした二酸化炭素排出量の全体比率
	

	算定根拠（連産品に関する割り当て）
	

	単位算定期間
	

	第三者機関等(国を含む)による炭素集約度の確認の計画（初回承認時）
	

	（過去の申請又は報告徴収時から、参照するデータや算定方法を変更する場合）
変更内容及びその理由
	


[bookmark: _Toc224051939]※国産の家畜排せつ物、食品残さ等、下水汚泥由来のバイオガス及び海外産の家畜排せつ物由来のバイオガスは、二酸化炭素排出回避効果を考慮すると炭素集約度が十分に低いことから、初回申請時における炭素集約度等の算定及び報告は要さない。ただし、原料生産、原料輸送、製品製造、製品輸送、製品貯蔵、製品利用から発生する二酸化炭素の炭素集約度の二次データ等を合計した値を炭素集約度の参考値として提出すること
第２章　合成メタン等調達費の額の初回申請[footnoteRef:4] [4:  定期申請及び変更申請については、初回申請フォーマットを使用して申請すること] 

[bookmark: _Toc224051940]１．合成メタン等調達費の額の算定方法【国内産・海外産の合成メタン・バイオガス】
（1） 勘案事項（支援対象経費等と合成メタン等調達費の重複について）
	


※助成事業者への他の制度による支援対象経費等の重複分を合成メタン等調達費の積算から控除すること

（2） 勘案事項　告示ニ（想定される事業リスク、事業リスクの発生可能性、影響度の評価及びそれぞれのリスクに対する対応策について）
	想定される事業リスク、事業リスクの発生可能性、影響度の評価及びそれぞれのリスクに対する対応策については、別添○○のとおり




※定期申請及び変更申請においては、調達契約等に変更があり、勘案事項告示ニに係る部分に変更がある場合のみ記載すること

	勘案事項　告示ヘ（告示イからホまでに規定する事項を示すことができない理由）



[bookmark: _Toc224051942]２．合成メタン等を調達して注入する計画・計画量・期間【国内産・海外産の合成メタン・バイオガス】
I. 計画の概要
	







（注５）計画全体の概要及び事業ストラクチャーについて、図や表などを用いて記載すること。

II. 実施体制
	〇リスク管理体制

〇事業実施報告体制

○ＳＰＣの体制
	ＳＰＣの名称
	

	ＳＰＣの設立状況
	

	出資者別の出資額・出資比率・株式の種類・議決権比率
	

	事業期間中の株式保有（出資比率変更、売却等）の方針
	

	ＳＰＣの経営と業務執行の体制
	


III. 


（注６）関係する主な部署、その人数の見込み及び担当者の氏名・役職・役割分担等について、図等を活用して記載すること。また、事業に関する情報を適切に管理するための体制、リスク管理の体制の整備状況について記載すること。
（注７）「出資者別の出資額・出資比率・株式の種類・議決権比率」欄では、経営判断や事業判断を行う主体が誰（又はどの機関）にあるかを明示すること。
（注８）「ＳＰＣの経営と業務執行の体制」欄には、事業の実施にあたり、ＳＰＣ自身で経営上の決定を行う場合については主たる役員の専門分野、経歴等、個々の業務を外部に委託することによって業務を遂行する場合にはそれらの委託先の概要等について記載すること。
（注９）必要に応じて各項目を証明する書類を提出すること。

III. 合成メタン等の量
	




IV. 調達して注入する期間
	




V. 注入の計画
	




2

